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子
力
防
災
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○
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）
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1

○
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）

（
設
置
）

第
三
条
の
三

内
閣
に
、
原
子
力
防
災
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
三
条
の
四

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

原
子
力
災
害
対
策
指
針
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
い
う
。

）
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進
そ
の
他
の
原
子
力
事
故
（
原
子
炉
の
運
転
等
（
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
炉
の
運
転
等
を
い
う
。
）
に
起
因
す
る
事
故
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
政
府
の
総
合
的
な
取
組
を

確
保
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
の
推
進

二

原
子
力
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
多
数
の
関
係
者
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
総
合
的
な
取
組
が
必
要
と
な
る
施
策
の
実
施
の
推
進

（
組
織
）

第
三
条
の
五

会
議
は
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

議
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

副
議
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
環
境
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
環
境
大
臣
以
外
の
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
す
る
者
並
び
に
原
子
力
規
制
委
員

会
委
員
長
を
も
つ
て
充
て
る
。

４

議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

一

議
長
及
び
副
議
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
危
機
管
理
監

二

内
閣
官
房
副
長
官
、
環
境
副
大
臣
若
し
く
は
関
係
府
省
の
副
大
臣
、
環
境
大
臣
政
務
官
若
し
く
は
関
係
府
省
の
大
臣
政
務
官
又
は
国
務
大
臣
以
外
の
関
係
行
政
機
関

の
長
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者

（
事
務
局
）

第
三
条
の
六

会
議
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。

２

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

３

事
務
局
長
は
、
環
境
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。

４

事
務
局
長
は
、
議
長
の
命
を
受
け
、
命
を
受
け
た
内
閣
官
房
副
長
官
補
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を

分
担
管
理
す
る
大
臣
た
る
内
閣
総
理
大
臣
の
協
力
を
得
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条
の
七

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


